
 

Robovie-Zレンタルサービス利用規約 

 

第1条（総則） 

本レンタル規約は、ヴイストン株式会社（以下「弊社」といいます。）とお客様（以

下「本契約者」といいます。）との間のRobovie-Zのレンタル（以下「本レンタル利

用サービス」といいます。）に適用されます。 

 

第2条（利用契約の申込み） 

本レンタル利用サービスの利用を希望する者は、本規約の内容を承諾した上で、弊社

所定の契約申込書（以下「契約申込書」といいます。）を弊社に提出することによ

り、利用契約（以下「本契約」といいます。）の申込みを行うものとします。なお、

利用契約は、契約申込書を弊社が受領し、本契約者に対してその承諾を通知した時点

で、申込者と弊社との間で成立するものとします。 

 

第3条（利用契約の申込みの承諾） 

弊社は次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、前条の申込を承諾しない

ことがあります。 

(ア) 契約申込書に不備若しくは事実に反する内容がある場合、又はそのおそれがある

場合。 

(イ) 弊社が技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき 

(ウ) 本契約者が過去に弊社から本サービスの提供を停止され、又は利用契約を解除さ

れたことがあるとき。 

(エ) その他弊社が不適当と判断したとき。 

 

第4条（変更の届出） 

1. 本契約者は、氏名、商号、住所、電話番号、電子メールアドレスその他弊社への届出

内容に変更があった場合は、すみやかにその旨を弊社に届け出るものとします。な

お、届出内容に変更があったにもかかわらず、弊社に届出がないとき（届出後、弊社

がその変更内容を確認できるまでの間を含みます）は、本規約に定める弊社からの通

知については、弊社が届出を受けている氏名、商号、住所、電子メールアドレス等へ

の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

2. 弊社は、前項の届出があったときは、本契約者に対し、その届出に係る変更の事実を

証明する書類の提示又は提出を求めることができるものとし、この場合、本契約者は

これに応じるものとします。 

 

第5条（本契約者への通知） 



 

1. 弊社は、本規約で別に定める場合を除き、本契約者に対して行う各種通知を、本契約

者から届出を受けている電子メールアドレス宛てに電子メールにより通知するものと

します。 

2. 前項に基づき弊社から本契約者への通知が電子メールにより行われる場合は、当該電

子メールの送信がなされた時点で通知の効力を生じるものとします。なお、弊社から

通知された電子メールの内容がデータ化け等により読み取ることができない場合は、

本契約者は直ちに弊社にその旨を連絡し、その内容を確認するものとします。 

 

第 6条（権利義務の譲渡禁止） 

本契約者は、本規約に基づき、弊社に対して有する権利又は弊社に対して負う義務の

全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。 

 

第7条（レンタル対象物）  

本レンタルサービスに基づいてレンタルされる物品は以下の通りとします。なお、レ

ンタル開始時の本来仕様であるこれらレンタル対象物を以下「元仕様のレンタル品」

といいます。 

Robovie-Z RaspberryPI版本体、充電器、無線コントローラVS-C3、バッテリー 

 

第8条（レンタル期間及び料金） 

1. レンタル期間は6ヶ月以上とします。 

2. レンタル料金は 

(ア) 標準機体の初回6ヶ月～12ヶ月未満は、1ヶ月あたり3万円（税別） 

(イ) 契約延長時（12ヶ月以降）は、1ヶ月あたり1万円（税別） 

とします。 

3. レンタル期間は弊社が本契約者に対してレンタル物件を引渡した日より起算します。 

4. レンタル対象物は、弊社本社（〒555-0012大阪市西淀川区御幣島2-15-28）までご返

却下さい。貸出箱等は、レンタル対象物と共に本契約者にお貸しするものですので、

必ず一緒にご返却ください。なお、この返却に要した費用は全て本契約者の負担とな

ります。 

5. 6か月未満のレンタル契約は、弊社と本契約者間で合意したレンタル期間、料金を適

用します。 

 

第9条（レンタル料金支払）  

1. 公式オンラインショップでお申し込みの場合 

クレジットカードによる一括お支払い、もしくは金融機関口座への先振込とします。 

なお、この場合の振込手数料は、本契約者の負担とします。 



 

2. お支払いいただいたレンタル利用料のご返金はできません。また、レンタルされた商

品を返却予定日より早くご返却されても、差額のご返金はいたしません。 

 

第 10条（故障時の取り扱い） 

1. 本契約者はレンタル対象物を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理するものと

し、弊社の事前の承諾なく第三者に貸与、若しくは譲渡し、又は売買等をしてはなら

ないものとします。 

2. レンタル対象物の動作確認等は貸与前に十分実施しておりますが、万一動作不良等が

ある場合は本体到着後3営業日以内にご連絡をお願いします。この場合に、弊社におい

て当該レンタル対象物の初期不良が確認できた場合には、修理又は交換等の措置を講

じます。また、3営業日以内にご連絡がなかった場合には、当該レンタル対象物に初期

不良はなかったものとみなします。 

3. レンタル対象物の返却後、弊社にて現物確認を実施し、破損や故障が見られた場合は

対象物の弊社到着後1週間以内に本契約者までご連絡致します。この場合の損害（修理

代金、または元仕様のレンタル品あるいはその同等品の弊社での販売価格の、いずれ

か低い額）については、本契約者にご負担頂きます。なお、本契約者によるRobovie-Z

本体への改造については破損・故障箇所には含まないものとしますが、第11条に記載

の通り、改造に伴い取り外した部品が返却されない場合、破損・紛失の対象となりま

す。 

4. レンタル期間中の初期不良以外の故障については、有償での修理対応を受け付けま

す。ただし独自の改造が施されている場合、修理対応が行なえない場合があります。 

5. レンタル期間中の修理に伴うレンタル期間の延長はありません。 

 

第11条（紛失時の取り扱い） 

1. 第 7条に記載のレンタル対象物を紛失された場合には、元仕様のレンタル品あるいは

その同等品の弊社での販売価格相当額をお支払いいただきます。また、レンタル対象

物の貸出箱、備品等を破損又は紛失された場合には、実費相当額にてお買い取りいた

だきます。 

2. 本体の改造に伴い取り外した部材も、返却対象品となります。部材の破損、または紛

失された場合には、実費相当額にてお買い取りいただきます。 

 

第12条（レンタル契約の延長）  

1. レンタル期間が終了する日より3営業日以上前に、本契約者からレンタル期間の延長

の申込みがあった場合、弊社から別途示す手続きに沿ってレンタル契約を延長するも

のとし、以後繰り返し延長するときも同様とします。  

2. レンタル期間が12ヶ月を超えた場合、12ヶ月を超えた日からのレンタル料金は、第8



 

条2項の通りとなります。 

3. 弊社は、前項により本契約者からレンタル延長の申し出があった場合でも、第3条に

掲げる事由に該当する場合や、レンタル物件の修理または取替えに過大な費用または

時間を要するおそれがある場合には、レンタル期間の延長を行わないことができるも

のとします｡  

 

第13条（レンタル対象物の返却遅延について） 

1. 返却予定日経過後にレンタル対象物をご返却いただいた場合は、1日につき 5,000円

（税別）の追加料金をいただきます。 

2. 第 12条による所定の延長手続きがなく、返却予定日を経過してもレンタル対象物の

ご返却がない場合には、弊社は、前項の追加料金のお支払いの有無にかかわらず、商

品保全等のための相応の法的措置等を執らせていただく場合がございます。 

 

第 14条（運用の事前知識） 

1. 本契約者が Robovie-Zを使用される場合、Robovie-Zに付属の取扱説明書等の内容を、

事前に理解し、内容の全てに同意したものとします。 

2. Robovie-Z の取扱説明書等のダウンロードの為にインターネットにアクセスする必要

がありますが、そのために必要な通信手段等はユーザご自身が各自の責任と費用にお

いて適切に準備、設置、操作してください。弊社はユーザのアクセス環境について一切

関与せず、これらの準備、設置、操作に関する責任を負いません。 

 

第 15条（Robovie-Zの運用範囲） 

1. Robovie-Zは日本国内での利用のみを想定しています。 

2. Robovie-Zは屋内での利用のみを想定しています。 

3. Robovie-Zに付属の取扱説明書類に記載された内容での利用のみを想定しています。 

4. 本契約者が、前三項のいずれかに違反して Robovie-Z を利用した場合には、本体到着

後 3営業日以内に弊社宛にご連絡をいただいた場合であっても、第 10条第 2項の初期

不良の対象外とし、また、第 10条第 3項に従い損害額をご負担いただく場合がござい

ます。 

 

第 16条（権利の保留、免責事項） 

1. 本レンタル利用サービスでは、本契約者または弊社の承諾を得て Robovie-Z を利用す

る第三者（以下「Robovie-Z 利用者」といいます。）が改造をすることは認められてい

ます。 

2. Robovie-Z改造後の初期不良対応はできません。 

3. 弊社は、本契約者または Robovie-Z利用者が、作成したプログラムや操作、改造等に起



 

因するいかなる損害の賠償責務も負わないものとします。 

4. 本契約者もしくは Robovie-Z 利用者が、Robovie-Z を使用し作成したプログラムや操

作、改造等に起因し、弊社あるいは Robovie-Zに対する風評被害、イメージの低下、品

位の失墜等の損害が発生した場合、弊社からその賠償を求める場合があります。 

 

第 17条（禁止事項） 

本契約者は Robovie-Z をご利用するにあたって、以下のいずれかに該当する行為、及

び該当するおそれがあると弊社が判断する行為をしてはならず、また、Robovie-Zをし

てかかる行為をさせないものとします。 

このような行為が確認された場合は、弊社は、何ら催告することなしに、本規約の全部

または一部を解除して、弊社が被った損害の賠償を本契約者に請求できるものとしま

す。 

(ア) 法令に違反する行為 

(イ) 公序良俗に反する行為 

(ウ) 弊社または第三者の知的財産権、名誉権、プライバシー権、肖像権、その他の法令

上、または契約上の権利を侵害する行為 

(エ) 性行為やわいせつな行為を目的とする行為、または面識のない異性との出会いや

交際を目的とする行為 

(オ) 商業用の広告、宣伝を目的としたスパムメールを送付する行為 

(カ) 無限連鎖講の開設、もしくは勧誘を目的とする内容を掲載、送付する行為 

(キ) 他人のコンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器を、妨害、損失、毀

損、その他正規のアクセス権を持たずに、他人のコンピュータのソフトウェア、ハ

ードウェア、通信機器を利用、もしくは利用を試みる行為 

(ク) 虚偽の情報を流布させる行為 

(ケ) ストーカー行為 

(コ) 当社または第三者になりすます行為 

(サ) 犯罪行為または犯罪行為を準備し、補助し、もしくは煽る行為 

(シ) 反社会的勢力に対する、利用供与その他の協力行為 

(ス) 他人の個人情報、登録情報などを不正に収集、開示、または提供する行為 

(セ) 弊社、または弊社の協力企業が管理する設備の機能を妨げる行為 

(ソ) Robovie-Zの不具合を意図的に利用する行為 

(タ) 弊社に対し、不当な問い合わせ、または要求をする行為 

(チ) Robovie-Zの運営または利用を妨害し支障を与える行為 

(ツ) 個人情報保護の観点より、弊社の許可無く営利目的で Robovie-Z の貸出を行う行

為 

(テ) 上記のいずれかに該当する行為を助長する行為 



 

(ト) その他、弊社が不適切と判断する行為 

 

第 18条（仕様および規約の変更、承認） 

弊社は、Robovie-Zの仕様、本規約の内容を、本契約者及び Robovie-Z利用者に通知す

ることなく変更することがあります。この場合には、Robovie-Zの提供条件は、変更後

の本規約によります。なお、変更により本契約者又は Robovie-Z利用者が被った損害に

つき、弊社は賠償する責任は一切負わないものとします。 

 

第 19条（本契約者が負う賠償責任） 

本契約者は、本規約の違反その他本サービスの利用に関連して弊社に損害を及ぼした

場合、弊社に対しその損害（合理的な弁護士費用を含みます）を賠償するものとしま

す。 

 

第20条（弊社が負う賠償責任） 

弊社が本契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、弊社が本契約者に対し

て負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害（逸失利益を除きます）に限られるも

のとし、かつ、本契約者が支払ったレンタル利用料金相当額を上限とします。 

 

第21条（反社会的勢力の排除） 

1. 本契約者は、本契約者及びRobovie-Z利用者が、次の各号のいずれか一つにも該当し

ないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものと

します。 

(ア) 自ら（法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます）が、暴力団、暴力

団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団

関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これら

に準じる者（以下総称して「暴力団員等」といいます）であること。 

(イ) 本契約者又はRobovie-Z利用者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等

が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

(ウ) 本契約者又はRobovie-Z利用者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等

が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

(エ) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

ってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 

(オ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること。 

(カ) 本契約者又はRobovie-Z利用者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員

又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべ



 

き関係を有すること。 

2. 本契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を

行わないことを保証するものとします。 

(ア) 暴力的な要求行為 

(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(エ) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業

務を妨害する行為 

(オ) その他前各号に準ずる行為 

 

第22条（合意管轄） 

本契約及び本規約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とします。 

 

 

作成日：2020年 7月 21日 

 

 


